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シリーズ特定健診② 

　急速な人口の高齢化や生活スタイルの変化に伴い、疾病構造が変化し、疾病全体に占める心疾患、脳血管疾患、糖尿
病等の生活習慣病の割合が増加しています。町でも生活習慣病にかかる医療費は男女ともに３割を超しています。生活
習慣病の発症には内臓脂肪の蓄積と、そこから派生するメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が関係している
ことが多いため、特定健診が行われることになります。 

● メタボリックシンドロームって？ 
　メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪（腹囲が男性８５ｃｍ以上、女性９０ｃｍ以上）の人が、「高血圧」「糖尿病」
「脂質異常症」といった生活習慣病の危険因子を複数併せ持っている状態のことで、４０歳以上の男性２人に１人、女性
５人に１人がメタボリックシンドロームもしくはその予備軍と言われています。 
　メタボリックシンドロームは、内蔵脂肪の蓄積によって起こり、放っておくと動脈硬化が急速に進行し、命に関わる
心臓病や脳卒中を発症する危険性が高くなります。言い替えれば、内臓脂肪を減らすことによって、高血圧症、脂質異
常症、糖尿病などの生活習慣病は予防が可能ということです。 

● 健診の受け方はどんなに変わるの？ 
＜どこがする？＞　　　　　健診の実施主体が市町村から医療保険者に変わります。（ご自分の医療保険証で医療保険

者を確認してください。）国保加入者は町が医療保険者となります。 
＜被扶養者はどうなる？＞　配偶者等の医療保険に入っている人は加入している医療保険者からの通知や広報等に従っ

て健診を受けていただくことになります。ただし、加入している医療保険者が町と委託契
約を結べば、町の健診を受けることができます。 

＜対象年齢は？＞　　　　　４０～７４歳です。７５歳以上の高齢者は後期高齢者医療広域連合より町が委託を受けた場合、
町の健診を受けることができます。 

● 特定健診の流れ 

平成20年から　基本健診が 
“特定健診（メタボリックシンドロームに着目した健診）”に変わります。 

問い合わせ　　ほけん課（すこやかセンター伊野内）　　893－3811

対象者の方には特定健康診査受診券が発行されます。 

内臓脂肪の蓄積を調べるための「腹囲」のほか、「血圧」「血糖」「脂質」「肝機能」など
メタボリックシンドローム等の進行をチェックする項目を検査します。 

１　特定健診 

２　判定・結果通知 

３　特定保健指導 

結果に基づき 

生活習慣改善の必要性レベルを３段階に分けて判定・通知します。 

＊動機付け支援・積極的支援になった方には、「特定保健指導利用券」が送られます。
　医師や栄養士、保健師の保健指導を受け、生活習慣を改善しましょう。 

動機付け支援 

生活習慣の改善の 
必要性が中程度の人 

情報提供 

生活習慣の改善の 
必要性が低い人 

積極的支援 

生活習慣の改善の 
必要性が高い人 
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